
鳥取県告示第211号 

 鳥取県立みなとさかい交流館の設置及び管理に関する条例（平成９年鳥取県条例第２号）第11条第２項の規定

に基づき、鳥取県立みなとさかい交流館の利用料金を次のとおり承認したので、同条第３項の規定により告示し、

平成21年４月１日から施行する。 

 平成18年鳥取県告示第254号（鳥取県立みなとさかい交流館の利用料金について）は、平成21年３月31日限り

廃止する。 

 

   平成21年３月31日 

鳥取県知事  平 井 伸 治   

 

１ 利用料金 

区   分 単   位 金   額 

会議室 １時間につき 810円

備考 利用時間が１時間未満であるとき、又は利用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間として計算

するものとする。 

２ 承認年月日 

  平成21年３月30日 


